
寒 川町 火災 予防条 例新 旧対 照表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

(設 置の免 除 ) (設 置の免 除 ) 

第 2 9条 の 5  前 3条 の 規 定 に か か わ ら ず 、

次 の各 号に 掲げる とき は、当 該各 号に定

め る 設 備 の 有 効 範 囲 内 の 住 宅 の 部 分 に

つ い て 住 宅 用 防 災 警 報 器 又 は 住 宅 用 防

災 報 知 設 備 (以 下 こ の 章 に お い て 「 住 宅

用 防 災 警 報 器 等 」 と い う 。 )を 設 置 し な

い こと がで きる。  

第 2 9条 の 5  前 3条 の 規 定 に か か わ ら ず 、

次 の各 号に 掲げる とき は、当 該各 号に定

め る 設 備 の 有 効 範 囲 内 の 住 宅 の 部 分 に

つ い て 住 宅 用 防 災 警 報 器 又 は 住 宅 用 防

災 報 知 設 備 (以 下 こ の 章 に お い て 「 住 宅

用 防 災 警 報 器 等 」 と い う 。 )を 設 置 し な

い こと がで きる。  

( 1 )  第 2 9条 の 3第 1項 各 号 又 は 前 条 第 1

項 に 掲 げ る 住 宅 の 部 分 に ス プ リ ン ク

ラ ー 設 備 (標 示 温 度 が 7 5度 以 下 で 作 動

時 間 が 6 0秒 以 内 の 閉 鎖 型 ス プ リ ン ク

ラ ー ヘ ッ ド を 備 え て い る も の に 限

る 。 )を 令 第 1 2条 に 定 め る 技 術 上 の 基

準 に従 い、又 は当該技 術上 の基 準の例

に より 設置 したと き。  

( 1 )  第 2 9条 の 3第 1項 各 号 又 は 前 条 第 1

項 に 掲 げ る 住 宅 の 部 分 に ス プ リ ン ク

ラ ー 設 備 (標 示 温 度 が 7 5度 以 下 で 種 別

が 1種          の 閉 鎖 型 ス プ リ ン ク

ラ ー ヘ ッ ド を 備 え て い る も の に 限

る 。 )を 令 第 1 2条 に 定 め る 技 術 上 の 基

準 に従 い、又 は当該技 術上 の基 準の例

に より 設置 したと き。  

(2)～ (5) （略）  (2)～ (5) （略）  

（ 加え る ）  ( 6 )  第 2 9条 の 3第 1項 各 号 又 は 前 条 第 1

項 に 掲 げ る 住 宅 の 部 分 に 特 定 小 規 模

施 設 用 自 動 火 災 報 知 設 備 を 特 定 小 規

模 施 設 に お け る 必 要 と さ れ る 防 火 安

全 性 能 を 有 す る 消 防 の 用 に 供 す る 設

備 等 に 関 す る 省 令 (平 成 2 0年 総 務 省 令

第 1 5 6号 )第 3条 第 2項 及 び 第 3項 に 定 め

る 技術 上の 基準に 従い 、又は 当該 技術

上 の基 準の 例によ り設 置し たと き。  

(6) （略 ）  (7) （略 ）  

～ 略～  ～ 略～  

 附  則  

こ の条 例は 、公布 の日 から 施行 する。  

 


